
定期報告制度の改 正 に つ い て
定期報告制度の内容を定めた告示が改正され、令和７年７月１日

から施行されます。告示では調査、検査の項目等が変更されます
が、市では建築基準法施行細則（以下「細則」）を改正し、従来通り
の定期報告を求めております。

山形市まちづくり政策部 建築指導課 指導係 TEL: 023-641-1212 （内線478・479）


